
船舶事故調査報告書 

平成３０年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成３０年９月３日 ０６時３８分ごろ 

発生場所 沖縄県那
な

覇
は

港浦
うら

添
そえ

ふ頭４号岸壁 

 那覇港浦添北内防波堤灯台から真方位０９３°１,０６０ｍ付近 

（概位 北緯２６°１５.２′ 東経１２７°４１.０′） 

事故の概要  貨物船第二優
ゆう

昭
しょう

丸は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年９月３日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第二優昭丸、４９８トン 

１４０９５０、松木船舶有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 球状船首に擦過傷 

岸壁 下部の支柱に折損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約５.２m/s、視界 良好 

海象：波向 北、波高 約０.３８ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、那覇港西側の泊地を発し、那覇

港浦添ふ頭４号岸壁（以下「４号岸壁」という。）に向けて航行を開

始した。 

本船は、船長が単独の船橋当直に当たってレーダーを０.５海里レ

ンジに設定し、乗組員４人が船首及び船尾の配置について係留索等の

入港準備を行いながら、約７ノットの対地速力で那覇港の倭
やまと

口を通

過して東進した。 

船長は、浦添ふ頭８号岸壁を左舷正横方に見る状態となった頃、主

機を中立運転とし、４号岸壁までの距離が目測で約５０ｍとなったと

ころで主機を極微速力後進とし、バウスラスタを使用しながら右舵約

２０°を取った。 

本船は、前進行きあしの状態で右転中、船長が、船首配置の乗組員

から４号岸壁までの距離が約３０ｍと報告を受けて主機を微速力後進

とし、右転できると思っていたところ、左舷船首部等が４号岸壁に衝

突した。 

本船は、４号岸壁から一旦離れた後、４号岸壁に着けた。 

船長は、着岸予定時刻に遅れないよう急いで着けようとしていたこ

とが影響したと本事故後に思った。 

船長は、浦添ふ頭における入港操船の経験が数回あったが、４号岸

壁に着岸した経験がなかった。 



海図Ｗ２４３（那覇港）によれば、浦添ふ頭は、那覇港の最も北側

に整備されたふ頭であり、その南端から北方に長さ約６５０ｍ、次い

で西方に長さ約４７０ｍの逆Ｌ字型をしており、南側から順に１号か

ら５号まで、及び５号北端から順に６号から８号までの岸壁番号が付

され、４号岸壁は長さ約１３０ｍである。 

分析 本船は、那覇港において着岸作業中、船長が、着岸予定時刻に遅れ

ないよう急いで着けようとし、減速を適切に行っていなかったことか

ら、バウスラスタを使用して右舵約２０°及び主機を微速力後進とし

たものの、前進行きあしを制御することができず、右転しながら４号

岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、那覇港において着岸作業中、船長が、着岸予定時刻に遅

れないよう急いで着けようとし、減速を適切に行っていなかったた

め、バウスラスタを使用して右舵約２０°及び主機を微速力後進とし

たものの、前進行きあしを制御することができず、右転しながら４号

岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・岸壁の前面水域で回頭する際は、慎重な操船を心掛けるととも

に、前進行きあし及び岸壁までの距離を正確に把握し、余裕のあ

る時機に前進行きあしを制御すること。 

 


